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森林等炭素蓄積変化量等の算定・報告について

 改正前のSHK制度では、調整後排出量として①から⑤を算定していましたが、改正後
は特定事業所排出者において⑥森林等炭素蓄積変化量の算定・報告が可能になります。
なお、R8年度の活動実績から算定が可能となり、報告が可能となるのはR9年度以降
となります。

 森林等炭素蓄積変化量を調整後排出量の算定・報告に含めるかは任意ですが、⼀度報
告した特定事業所排出者は報告初年度以降は毎年度、森林等炭素蓄積変化量の報告が
必要となります。

 また、R９年度報告（R８年度実績の報告）から、⾃らが創出した森林吸収系J-クレ
ジットを、国内認証排出削減量の無効化量として⾃らが報告する調整後排出量の調整
に使⽤できるようになります。
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算定⽅法
森林等炭素蓄積変化量（森林、t-CO2）の求め⽅
森林の蓄積の変化量 × 公表する係数 × 44/12

（計算例）スギ林の蓄積が前年度から200m3増加した場合

200 × (1.23 × 1.25 × 0.31 × 0.51) × 44/12 = 178 t-CO2

算定・報告が可能になる活動 -森林経営活動-
森林等炭素蓄積変化量の算定・報告について

 特定事業所排出者⾃らが所有する森林等について、当該森林の適切な経営管理による
森林等炭素蓄積変化量を、調整後排出量の算定に⽤いることができます。これにより、
特定事業所排出者が⾃らの森林経営活動による森林吸収量を定量化して⽰すことがで
きるようになります。

算定・報告が可能な者
• 特定事業所排出者であって、⾃ら所有している森林に

ついて森林経営活動を⾏っている者
• 他の特定事業所排出者が所有する森林について、中⻑

期の受委託契約に基づいて管理（森林経営活動）を
⾏っている者

算定・報告する森林の対象範囲
• 算定範囲は、原則として⾃ら所有（管理）する森林の

全て
※ 市町村単位で算定範囲を選定することが可能
※ J-クレジット制度でプロジェクト登録された森林に

ついては、認証対象期間中は森林等炭素蓄積変
化量の算定範囲から除外する。

① 森林の蓄積の変化量の算定には、原則として都道府県が作成して
いる森林簿の蓄積（成⻑量）の値を使⽤

② 森林の蓄積の増加量は、森林経営計画等が作成された森林のみで
算定できる（報告時には森林経営計画等を添付する必要）

③ 伐採等による森林の蓄積の減少量も算定する必要
④ ⼟地の⽤途の変更（転⽤）を⾏う場合は、⼟壌における変化した

炭素蓄積の量を別途算定する必要（算定⽅法の詳細はマニュアル
をご参照ください。）

⑤ 報告した・された森林の譲渡による森林等炭素蓄積変化量を反映
する必要

⑥ 変化した炭素蓄積の量の算定には、環境省・経産省・農⽔省が公
表する係数を使⽤

⑦ 44/12は、炭素蓄積の量を⼆酸化炭素の量に換算する係数

(                                                    )地上部バイオマス
量算出係数

森林の蓄積の変化量 公表する係数

地下部バイオマス
量算出係数 密度 炭素含有率× × ×

【主なルール】
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算定・報告が可能になる活動 -⽊材製品利⽤-
森林等炭素蓄積変化量の算定・報告について

算定・報告が可能な者
• 特定事業所排出者であって、⽊材を使⽤した建築物等

（※1）を所有する者
※1 建築物その他の⼯作物⼜は家具その他の物品

（消耗品を除く）

算定・報告が可能な建築物等
• 新築等により⾃らが取得した、対象⽊材（※2）を使

⽤した建築物等
※2 合法性が確認された国産材等（報告時には合法

性を確認できる伝達情報等の添付が必要）

算定⽅法
森林等炭素蓄積変化量（⽊材、t-CO2）の求め⽅
使⽤した対象⽊材の量×公表する係数×44/12

① 森林等炭素蓄積変化量を報告した建築物等は、報告者⾃ら台帳
で管理する

② 建替えの場合は、解体した建築物等に使⽤されている⽊材の炭
素蓄積の量を差し引いて報告する必要

③ 過年度に報告した建築物等を廃棄等した場合は、過年度に報告
した当該⽊材に係る森林等炭素蓄積変化量を減じる必要

④ 報告した・された⽊材の譲渡による森林等炭素蓄積変化量を反
映する必要

⑤ 炭素蓄積の量の算定には、環境省・経産省・農⽔省が公表する
係数を使⽤

⑥ 44/12は、炭素蓄積の量を⼆酸化炭素の量に換算する係数
（計算例）
対象⽊材（スギ）200m3を使った建築物を新築した場合

200 × (0.33×0.5) × 44/12 = 121 t-CO2

使⽤した対象⽊材の量 公表する係数

(                    )密度 炭素含有率×

【主なルール】

 特定事業所排出者⾃らの⽊材利⽤による森林等炭素蓄積変化量を、調整後排出量の算
定に⽤いることができます。これにより、⽊材を使った建築物等を新築等により取得
した特定事業所排出者は、⾃らの⽊材利⽤による炭素貯蔵効果を定量化して⽰すこと
ができるようになります。
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① 森林経営活動による森林等炭素蓄積変化量
② ⽊材製品利⽤による森林等炭素蓄積変化量
③ ①と②の合計量
の記載欄を追加

報告様式の変更点（１/５）
森林等炭素蓄積変化量の算定・報告について

 様式第1第5表の9として、「森林等炭素蓄積変化量」を新設します。
 森林等炭素蓄積変化量を⽤いて調整後排出量を算定した場合に、算定した森林等炭素

蓄積変化量（t-CO2）を本表に記載する必要があります。

新設
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報告様式の変更点（２/５）
森林等炭素蓄積変化量の算定・報告について

 様式第1第5表の10として、「森林等炭素蓄積変化量に関する情報」を新設します。
 森林等炭素蓄積変化量を⽤いて調整後排出量を算定する場合に、森林等炭素蓄積変化

量の算定に必要な情報を本表に記載する必要があります。
 詳細な記載⽅法については、マニュアルをご参照ください。

新設
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報告様式の変更点（３/５）
森林等炭素蓄積変化量の算定・報告について

 様式第1第5表の10として、「森林等炭素蓄積変化量に関する情報」を新設します。
 森林等炭素蓄積変化量を⽤いて調整後排出量を算定する場合に、森林等炭素蓄積変化

量の算定に必要な情報を本表に記載する必要があります。
 詳細な記載⽅法については、マニュアルをご参照ください。

新設
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報告様式の変更点（４/５）
森林等炭素蓄積変化量の算定・報告について

 様式第1第5表の10として、「森林等炭素蓄積変化量に関する情報」を新設します。
 森林等炭素蓄積変化量を⽤いて調整後排出量を算定する場合に、森林等炭素蓄積変化

量の算定に必要な情報を本表に記載する必要があります。
 詳細な記載⽅法については、マニュアルをご参照ください。

新設
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報告様式の変更点（５/５）
森林等炭素蓄積変化量の算定・報告について

 様式第2 5.(4)「温室効果ガス吸収等の取組及び吸収量等に関する情報」として、
②「他者の温室効果ガス吸収等（販売した⽊材の炭素蓄積を含む。）に貢献する取組
及び当該取組に係る吸収量等に関する情報」の記載欄を新設します。

 他者の温室効果ガス吸収等に貢献する取組と吸収量に関する情報を任意で記載可能に
なります。

新設


